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後発医薬品６月追補収載、
最多は「オランザピン」21社105品目

　厚生労働省は６月 16日、後発医薬品の薬価基準追補収載を告示し 17日に収載した。こ

のうち日本イーライリリーの抗精神病薬・双極性障害治療薬「ジプレキサ」（一般名＝オラ

ンザピン）には最も多い 21社 105 品目が参入した。ジプレキサを含め８成分 145 品目が初

収載品となった。

　ジプレキサは 2016 年度薬価制度改革で決まった初収載の内用薬で 10品目超は４掛けの

ルールが適用され、95品目が対象となった。

　初収載は▽日本イーライリリーの「ジプレキサ」＝21社 105 品目▽ファイザーの「ブイフェ

ンド」（ボリコナゾール）＝７社 16品目▽グラクソ・スミスクラインの「レキップ」（ロピニ

ロール塩酸塩）＝２社６品目▽ノバルティス ファーマの「コムタン」（エンタカポン）＝４社

４品目▽武田薬品工業の「エカード」（カンデサルタンシレキセチル /ヒドロクロロチアジド）

＝２社４品目▽ノバルティス ファーマの「サンドスタチン」（オクトレオチド酢酸塩）＝２社

４品目▽ノバルティス ファーマの「コディオ」（バルサルタン /ヒドロクロロチアジド）＝２

社４品目▽杏林製薬 /MSDの「キプレス /シングレア」（モンテルカストナトリウム）＝１社

２品目―。

　６月追補で収載希望があった 297 品目のうち、安定供給への不安などから収載希望を取り

下げた 11品目と、局方収載などによる告示不要の 15品目を除く 52社 271 品目が収載さ

れた。内訳は内用薬 238 品目（うち初後発品 141 品目）、注射薬 15品目（４品目）、外用薬

18品目（なし）。271 品目中、代替新規は 16品目だった。

　収載品目数が多かったのは代替新規を除くと、①日本ジェネリック 21品目、②共和薬品工

業 20品目、③テバ製薬 17品目、④東和薬品 15品目、⑤日医工 11品目－であった。
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　日本ジェネリック医薬品販社協会は６月 10日、定例総会を開き、「青年部」の設立を決め

た。販社協は 1989 年に設立され、27年目を迎えており、世代交代の時期に差し掛かって

いると判断した。三浦忠一郎会長は、政府が昨年、後発医薬品の数量目標 80％以上という

政策目標を掲げたことを踏まえ、「市場ステージは新しい段階に入っている。若い世代に力

を発揮してもらい、骨太方針 2015 で掲げられた目標に向かって後発医薬品の使用促進に取

り組んでほしい」と述べた。

※「トピックス」は、業界紙の記者に「最近のジェネリックに関わる動向」について連載
いただいております。
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　先般、当協会におきまして、広く公募をいたしました「日本ジェネリック製薬協会環境ポ
スター・キャッチコピー」につきまして、当協会環境委員会にて総数 897 点の応募作品の
中から厳正な審査の結果、以下の作品が入選作品として選出され、4月度理事会にて承認さ
れました。
　たくさんのご応募ありがとうございました。

 ★最優秀賞 　　「大切にしたい あなたの健康と美しい地球」
  　　東和薬品株式会社　　大欠　幸子

 ☆佳　作 　　「私たちの笑顔ときれいな地球を永遠に」 
  　　二プロファーマ株式会社　　松井　雅子

 ☆佳　作 　　「私たちと地球 大切な笑顔をまもりたい」 
  　　二プロファーマ株式会社　　松本　晶子

 ☆佳　作 　　「みんなで守ろう 未来の地球」 
  　　東和薬品株式会社　　鈴木　健太

 ☆佳　作 　　「限りある資源 大切にします この地球 未来と共に」 
  　　東和薬品株式会社　　高木　博

 ☆佳　作 　　「あなたにも 地球にも 健康でいてほしいから」 
  　　東和薬品株式会社　　石川　絵里奈

委員会活動報告

委員会報告

2016 年度環境ポスター・キャッチコピー
入選作品について

環境委員会
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　この度は思いもしなかった最優秀賞という素晴らしい賞をいただいたことに、大変驚いて

います。このような賞をいただき本当にありがとうございました。

　今回のキャッチコピーは子供たちと過ごしている何気ない日常から生まれました。四季

折々の植物や生き物。毎日変化する夕焼けの色や月の形。雨上がりにできる虹。子供たちと

身近な自然に触れる日々の中、地球の美しさを感じ、この美しい地球をこの子達が大きくなっ

てからも残したい。また未来の子供たちにもこの美しい光景を見せてあげたいという想いか

ら、「大切にしたい あなたの健康と 美しい地球」が生まれました。

　ただ、私たちの地球は、美しい面だけではないのが現状です。温暖化や大気汚染、水質汚

染、多発する大規模な地震や災害など、多くの問題があり、これらの問題を見て見ぬふりは

できないところまできていると感じます。

　私個人の力では大きいことはできません。ですが、何らかのアクションを起こさなければ

何も変わらない。そういった想いから、我が家では、冷暖房の温度設定に気をつけたり、地

域の清掃活動などに参加しています。また、子供たちにもなぜ環境への配慮が必要なのかを

言葉にして伝えるよう心がけています。見て見ぬふりをせずできることから始める。地球環

境を改善したいと願う個々の活動が集まることで、大きな力へ変わっていくと考えています。

　今回のキャッチコピーを通じ、日本ジェネリック製薬協会の会員各社様が、人々の心と体

の健康、地球環境改善活動に積極的に取り組んでおられることを少しでも多くの方々に知っ

ていただけたら幸いです。

委員会活動報告
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2016 年度環境ポスター・キャッチコピー最優秀賞受賞者より

「環境ポスターキャッチコピー」最優秀賞を受賞して
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委員会活動報告
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2016 年度環境ポスター・キャッチコピー最優秀賞作品
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日 時：2016 年６月 15日（水）　14：00～
場 所：日本橋ライフサイエンスハブ（東京都中央区）
講 師：山口貴久首席流通指導官（厚生労働省医政局経済課）

【講演内容】
　〇 医薬品流通の現状と課題について
　　１． 流通改善の変遷と現状について
　　２． バーコード表示の推進
　　３． ジェネリック（後発医薬品）について
　　４． 社会保障制度改革のスケジュール
　　５． 医薬品産業の総合的な強化に向けて
　　６． 医薬品産業強化総合戦略
　　７． 医療用医薬品の流通改善の促進について（提言）

　薬価改定年ごとに開催しております流通問題関連講演会を、厚生労働省医政局経済課の山
口首席流通指導官をお招きして、日本橋ライフサイエンスハブで開催致しました。
　新バーコード表示対応や流通改善など、流通適正化委員会関連課題で昨年から今年にかけ
て多くの動きがあったこともあり、ＧＥ薬協会員会社の皆様を中心に38名の参加がありました。
　山口首席流通指導官からは、流近協から流改懇に至る流通近代化の流れから始まり、後発
品シェア目標 80％設定の背景にある医療費や後発医薬品の市場動向も図表を用いながらご
説明いただきました。
　また、経済・財政再生計画における工程表や、流改懇提言のポイントも分かり易く解説い
ただきました。国がジェネリックの使用促進に対し非常に力を入れていることの証左として、
検討会や協議会の設置、取組み事業、広報活動などの事例をご紹介いただいたことは、参加
者の認識を新たにしたのではないかと、熱心な聴講の様子から感じられました。
　流通適正化委員会としても、診療報酬改定を受けて市場環境が変化する中、重要課題に取
り組んでいくための良い勉強の場となりました。

委員会活動報告

委員会報告

「流通問題関連講演会」について
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開催日：2016 年６月 24日（金）

会　場：在日韓人歴史資料館　８F講堂（東京都港区）

【開催概要】
　６月 24日にＧＥ薬協と韓国製薬協会（KPMA*1）との意見交換会が開催されました。   こ

の会は、韓国側のアレンジにより、日本・韓国のジェネリック医薬品の業界団体が、両国に

おけるジェネリック医薬品を取り巻く状況等を紹介し合い、相互理解を深めていくために開

催されたもので、参加者は GE薬協から 26名、KPMAから約 50名でした。

　会議冒頭、駐日本国大韓民国大使館の洪 経済公使、KPMAの葛 副会長、ＧＥ薬協の伏見 

理事長の３氏より本会議の成功を期待する旨の挨拶があり、その後、記念撮影にひきつづき、

GE薬協・KPMA双方からテーマ毎に講演、質疑応答があり、終了後に双方の参加者による

交流会が行われました。

　GE薬協からは、KPMAの要望を踏まえ、ジェネリック医薬品市場の概況、付加価値製剤、

ドラッグマスターファイル、バイオシミラー、医薬品流通構造について講演が行われました。

韓国側出席者から多くの質問が寄せられ、日本に対する関心の高さがうかがえました。

　はじめての意見交換会でしたが、演者並びに参加者のみなさんのご協力を得て、成功裡に

会議を行うことができ、相互理解のための良い機会となったものと思われます。

委員会活動報告

「韓国製薬協会との意見交換会」について
国際委員会
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【演題・講師】
　各セッションの演題、講師は以下の通りであった。
＜GE薬協からの講演＞
　日本ジェネリック製薬市場の概況　　　　　　　菱倉 武史氏（ＧＥ薬協）
　日本における付加価値製剤の承認審査　　　　　立木 秀尚氏（東和薬品）
　日本の原薬登録原簿制度　　　　　　　　　　　河村 典広氏（東和薬品）
　日本におけるバイオシミラー後続品の承認審査　伊東 良晃氏（サンド）
　日本の医薬品流通と医薬品卸の概要　　　　　　國廣 吉臣氏（沢井製薬）
＜KPMAからの講演＞
　韓国医薬品市場の概況及び展望　　　　　　　　Sung-Suk Oh 氏 (Samoh Pharma)
　韓国ジェネリック医薬品の許可・承認手続き　　Byoung-Moo Lee 氏（Yuhan Corporation）
　韓国における原薬の品質及び安定供給　　　　　Oh-Hyun Kwon 氏（KPTA*2）

   *1Korea Pharmaceutical Manufacturers Association
   *2Korea Pharmaceutical Traders Association
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日時：2016 年６月 23日（木）９:30 ～ 11:40
場所：日本ジェネリック製薬協会会議室

　５月 27日に第 49回定期総会が開催され、平成28年度の新しい協会の体制がスタートした。
それに伴い、委員会活動の更なる充実を目的として、吉田会長が常設委員会の委員長を招集し
委員長会議が開催された。冒頭、吉田会長から各委員会の最近の活動に対して感謝の言葉が述
べられた。そして、下記議題について各委員会に周知徹底と協力要請があった。

主な議題
　①「委員会規程及び関連内規の運用について」
　　委員会規程等の見直しは１年近くかけて取り組んで来て、今年５月 27日の理事会にお 
　　いて最終修正案の報告が行われ、新しい委員会規程並びに委員会内規が確定した。
　　その為、各委員長に新しい委員会規程と委員会内規の詳細についての説明が行われた。
　　今後の各委員会活動において、新しい委員会規程と委員会内規の徹底が行われていく予定
　　である。
　②「ＧＥの『数量シェア80％時代』を迎えた後、各委員会で取り組むべき課題と対策の検討に
　　ついて」
　　吉田会長から、来年早々に業界団体としての「将来ビジョン」（仮称）を公表したいので各
　　委員長に協力の依頼が行われた。具体的には、各委員長に「数量シェア80％」になった後、
　　各委員会の所掌する事項で、委員会や協会として対応しないといけないであろう課題を考
　　え、かつその対策について11月末迄に、各委員会でよく検討して纏めて欲しいとの要望が
　　あった。総務委員会には新しく政策部会が設けられ、「将来ビジョン」（仮称）の全体像の作
　　成の指示が出された。そして、政策部会にて「全体像」と「前述した各委員会で検討した内容」
　　を集約し、来年早い時点で理事会に報告をして欲しい旨、吉田会長から依頼された。
　③「ＧＥ薬協会議システムの運用について」
　　今後、各委員会の会議日程の調整に関して、新しい「会議システム」を導入し対応していく為、
　　事務局から各委員長にシステムの案内が行われた。順次、各委員会にてこの新しい会議シ
　　ステムの利用方法の案内が行われていく予定である。
　④その他、横断的連絡事項の検討について
　　その他、事務連絡が行われた。

特に議題②については、吉田会長から各委員長に「是非協力をお願いしたい」となり、会長とし
て「将来ビジョン」（仮称）を作成する事に「強い決意」を感じさせられるものであった。

委員会活動報告

「常設委員長会議」開催報告



第 10回日本緩和医療薬学会年会（浜松）

　開催日：2016 年 6月 3日（金）～ 5日（日）
　会　場：アクトシティ―浜松

　平成 28年６月３日～５日の３日間、第 10回日本緩和医療薬学会年会が「ＪＩ-ＲＩ-ＴＳＵ：
緩和医療薬学の持続可能性を探る」をテーマに、浜松のアクトシティ―浜松で開催されました。
　本会は、多くの学会が製薬企業からの多大な支援のもとに運営されているのを見直し、持続
可能な形での継続的学会運営を目標に開催された学会であり、その為、ランチョンセミナーを
廃止しソーシャルランチ（各自が購入）を設定、「オピオイド」「終末期」「栄養」「連携」をテ
―マにした参加者交流の場が設けられていました。
　また、展示会場横にも口演発表の場を設け、参加者が展示会場にも積極的に足を向けられる
ような工夫もされていました。
 　その為もあってか、今回、１小間という手狭な当協会のブースではありましたが、２日間で
200 名を超す来場者がありました。来場された多くの先生方は、他の薬学系の学会と異なり、
病院内薬剤師の先生方であり、ＧＥ薬協ホームページの情報提供システムをご存じない先生方
が比較的多いといった傾向も見られ、後発医薬品情報検索システムとしての便利さを拡宣する
良い機会となりました。

i
お知らせ

6月のイベント参加報告
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7月のイベント参加予定

　７月の GE薬協としてのイベント参加は、医科向け１件の予定となっています。ジェネリック医薬品

の啓発資料のご案内、ジェネリック医薬品情報提供システムのご紹介・実演、品質確保・安定供給等に
ついての説明と展示、ジェネリック医薬品をより深くご理解頂くためのセミナーへの協賛を行います。

第 71回日本消化器外科学会総会【医科向け／展示・ランチョンセミナー】

　開　催　日：７月 14日（木）～ 16日（土）

　会　　　場：あわぎんホール、アスティ徳島

　テ　ー　マ：「外科の矜恃－Orthodox & Serendipity－」をテーマに開催される本学会は、学術的内容

　　　　　　　の充実はもとより、若手・女性外科医の視点や地方都市からの視点、セレンディピティー

　　　　　　　の観点など加味し、"元気 " あふれる国際色豊かな楽しい集会とすべく、医師、コメディ

　　　　　　　カル、医学生等が情報交換・交流をする場となっています。

　参加予定者：7,000 名（医師、コメディカル、医学生等）

○ランチョンセミナー 24

　開催日時：７月 15日（金）12：00

　会　　　場：アスティ徳島　第 12会場

　テ　ー　マ：「ジェネリック医薬品の基礎知識

　　　　　　　　－先発医薬品との臨床上の有効性・安全性の同等性を考える－」

　座　　　長：木下 成三 先生 ( 徳島県医師会副会長 )

　講　　　師：緒方 宏泰 先生 ( 明治薬科大学名誉教授 )
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日本ジェネリック医薬品学会第 10回学術大会【モーニングセミナー共催】

　７月 9～ 10日、日本ジェネリック医薬品学会第 10回学術大会が「ジェネリック 2080 世
界が変わる～ 2020 年までに 80％を目指して～」をテーマに開催されます。
　当協会は 10日にモーニングセミナーを共催させて頂きます。

日本ジェネリック医薬品学会第 10回学術大会
　開　催　日：７月９日（土）～ 10日（日）
　会　　　場：昭和大学（旗の台キャンパス）
　テ　ー　マ：「ジェネリック 2080 世界が変わる～ 2020 年までに 80%を目指して～」

共催モーニングセミナー
　開催日時：７月 10日（日）　8:40 ～ 9:30
　会　　　場：昭和大学（旗の台キャンパス第 4会場（4号館 402 号室／ 4F））
　演　　　題：「『後発医薬品等の生物学的同等性評価のあり方に関する研究』について」
　座　　　長：児玉庸夫先生　（城西国際大学大学院教授）
　講　　　師：緒方宏泰先生　（日本ジェネリック医薬品学会理事）
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委員会活動報告

　平成24年に国際製薬団体連合会（IFPMA）が「IFPMAコード・オブ・プラクティス」を作

成したことが契機となり、わが国の薬業団体も「コード・オブ・プラクティス（以下、「COP」

とする）」を作成することになった。当協会でも、「GE薬協コード・オブ・プラクティス」を

平成26年４月から運用しているが、従来の「医療用医薬品プロモーションコード」と異なり、

プロモーション（営業）活動だけでなく広く企業活動全般に対する倫理的な指針となっている。

　昭和59年7月に施行された医療用医薬品製造販売業公正競争規約（以下「公競規」とする）

は、景品表示法の規定により、事業者又は事業者団体が、消費者庁長官及び公正取引委員会

の認定を受けて、景品類に関する事項について自主的に設定する製薬業界のルールである。

　この2つのルールは、医療用医薬品のマーケットの変化とともに密接に絡み合いながら発

展してきている。これら2つのルールについて目的・性格・対象範囲・判断基準について整理

した。

【目的】
　COPは「企業が常に高い倫理性と透明性を確保し、多くのステークホルダーに対して説明

責任を果たし、社会の信頼に応えなければならない」ということで広い意味での社会的責任が

その目的となっている。　一方で、公競規は「一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確

保するべく、公正な競争秩序を確保する」ということで、マーケットでの公正な競争の確保が

主な目的となっている。

【性格】
　COPは倫理に基づく自発的・自律的なもので、強制力はない。一方で、公競規は法を根拠

として消費者庁長官と公正取引委員会が認定したものであるため、業界の自主ルールとはい

え、法律に準じたものと言えるだろう。ただ、両ルールとも実務の世界では基本的なルールと

して、会員各社には取り組んでいただいている。

【対象範囲】
　既に述べたようにCOPは従来のプロモーションコードと異なり、企業の社会的な責任まで

範囲が広がっている。ただし、プロモーションコードの章においては、医薬品情報の提供・収

集・伝達のあり方については従来のプロモーションコードと同様にMR活動の基本指針となっ

ている。一方で、公競規は医療用医薬品の取引に付随して医療機関等に提供する景品類のみ

を対象としている。なお、ここで言う景品類とは「顧客を誘引する手段として、自己の供給す

る医療用医薬品の取引に附随して提供する物品、金銭等その他経済上の利益」をいい、世間

一般で言う景品類より広い範囲のものとなっている。

【判断基準】
　COPは目的からも理解できるとおり製薬企業として行為がふさわしいか、社会の期待に添っ

ているかが判断の基準となる。一方で、公競規は取引を不当に誘引していないか、一般消費者

による自主的かつ合理的な選択を阻害しないかが判断の基準となる。

　以上のように、COPと公競規は密接に関係しており、高い倫理的自覚を求められる製薬企

業が社会の期待に応え、継続的に発展していくために必要不可欠なルールとなっている。

会員企業においては、これらのルールを自社のルールとして定着させるために、現場のMRや

関係者が活用しやすいように教育を促していく必要があり、会員各社には地道な取り組みを

期待している。

今更聞けないＧＥ豆知識
「公正競争規約とCOP（の違い）」について

COP実務委員会　東和薬品株式会社　天野雄介
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　平成24年に国際製薬団体連合会（IFPMA）が「IFPMAコード・オブ・プラクティス」を作

成したことが契機となり、わが国の薬業団体も「コード・オブ・プラクティス（以下、「COP」

とする）」を作成することになった。当協会でも、「GE薬協コード・オブ・プラクティス」を

平成26年４月から運用しているが、従来の「医療用医薬品プロモーションコード」と異なり、

プロモーション（営業）活動だけでなく広く企業活動全般に対する倫理的な指針となっている。

　昭和59年7月に施行された医療用医薬品製造販売業公正競争規約（以下「公競規」とする）

は、景品表示法の規定により、事業者又は事業者団体が、消費者庁長官及び公正取引委員会

の認定を受けて、景品類に関する事項について自主的に設定する製薬業界のルールである。

　この2つのルールは、医療用医薬品のマーケットの変化とともに密接に絡み合いながら発

展してきている。これら2つのルールについて目的・性格・対象範囲・判断基準について整理

した。

【目的】
　COPは「企業が常に高い倫理性と透明性を確保し、多くのステークホルダーに対して説明

責任を果たし、社会の信頼に応えなければならない」ということで広い意味での社会的責任が

その目的となっている。　一方で、公競規は「一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確

保するべく、公正な競争秩序を確保する」ということで、マーケットでの公正な競争の確保が

主な目的となっている。

【性格】
　COPは倫理に基づく自発的・自律的なもので、強制力はない。一方で、公競規は法を根拠

として消費者庁長官と公正取引委員会が認定したものであるため、業界の自主ルールとはい

え、法律に準じたものと言えるだろう。ただ、両ルールとも実務の世界では基本的なルールと

して、会員各社には取り組んでいただいている。

【対象範囲】
　既に述べたようにCOPは従来のプロモーションコードと異なり、企業の社会的な責任まで

範囲が広がっている。ただし、プロモーションコードの章においては、医薬品情報の提供・収

集・伝達のあり方については従来のプロモーションコードと同様にMR活動の基本指針となっ

ている。一方で、公競規は医療用医薬品の取引に付随して医療機関等に提供する景品類のみ

を対象としている。なお、ここで言う景品類とは「顧客を誘引する手段として、自己の供給す

る医療用医薬品の取引に附随して提供する物品、金銭等その他経済上の利益」をいい、世間

一般で言う景品類より広い範囲のものとなっている。

【判断基準】
　COPは目的からも理解できるとおり製薬企業として行為がふさわしいか、社会の期待に添っ

ているかが判断の基準となる。一方で、公競規は取引を不当に誘引していないか、一般消費者

による自主的かつ合理的な選択を阻害しないかが判断の基準となる。

　以上のように、COPと公競規は密接に関係しており、高い倫理的自覚を求められる製薬企

業が社会の期待に応え、継続的に発展していくために必要不可欠なルールとなっている。

会員企業においては、これらのルールを自社のルールとして定着させるために、現場のMRや

関係者が活用しやすいように教育を促していく必要があり、会員各社には地道な取り組みを

期待している。



公正競争規約Ｑ＆Ａ

公正競争規約Q&A -15-

2016年（平成28年）7月　99号 NEWS

学会展示ブースでの茶菓の提供（飲食等の提供Ｑ＆Ａ）提供

Q

A

学会場の展示ブースにおいて茶菓を提供することに
ついては、どのように考えれば良いでしょうか。

　学会場の展示ブースにおける自社医薬品に関する説明に伴う飲料の
提供は、「医薬情報活動に伴う飲食の提供」に準じると解釈し、医療
担当者等に飲料を提供しても差し支えありません。
　ただし、医薬情報活動に伴う飲食の提供は５千円以下と定められて
いますが、展示ブースは学会の場であることに留意し、簡素な飲料の
提供に止めるべきです。一般参加者から見て、誤解を招かないよう製
造販売業者としての倫理的自覚に従った節度ある対応が必要です。

（「公正競争規約上の飲食等の提供に関するＦＡＱ」の内容を基本に作成）

Q A
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6 月    3 日 環境委員会    日本ジェネリック製薬協会会議室
6月    3 日 信頼性向上プロジェクト (MR教育研修検討チーム ) 日本橋ライフサイエンスビルディング会議室
6月    7 日 総務委員会広報部会 JGA ニュースグループ編集会議 日本ジェネリック製薬協会会議室
6月    7 日 信頼性向上プロジェクト (MR教育研修検討チーム ) 日本橋ライフサイエンスビルディング会議室
6月  10 日 薬価委員会 ( 幹事会 )   日本ジェネリック製薬協会会議室
6月  14 日 総務委員会総務部会    〃
6 月  15 日 総務委員会広報部会広告掲載グループ会議   〃
6 月  15 日 信頼性向上プロジェクト (MR教育研修検討チーム ) 日本橋ライフサイエンスビルディング会議室
6月  15 日 流通適正化委員会・講演会   日本橋ライフサイエンスハブ会議室
6月  16 日 総務委員会広報部会イベント講演グループ会議 日本ジェネリック製薬協会会議室
6月  17 日 知的財産研究委員会   東京八重洲ホール会議室
6月  21 日 薬制委員会 ( 幹事会 )   日本ジェネリック製薬協会会議室
6月  22 日 安全性委員会 ( 幹事会 )    〃
6 月  22 日 安全性委員会    東京八重洲ホール会議室
6月  22 日 総務委員会広報部会 ( 幹事会 )  日本ジェネリック製薬協会会議室
6月  23 日 常設委員会委員長会議    〃
6 月  23 日 常任理事会、理事会    〃
6 月  24 日 信頼性向上プロジェクト (MR教育研修検討チーム )  〃
6 月  24 日 薬価委員会 ( 幹事会 )   東京八重洲ホール会議室
6月  28 日 信頼性向上プロジェクト（文献調査チーム） 日本ジェネリック製薬協会会議室
6月  29 日 総務委員会政策部会    〃
6 月  30 日 薬事関連連絡会   東京八重洲ホール会議室
6月  30 日 信頼性向上プロジェクト常任委員会   〃

7 月    1 日 再評価委員会 ( 正副委員長会議 )  日本ジェネリック製薬協会会議室
7月    1 日 再評価委員会 再評価部会・オレンジ部会合同会議  〃
7月    4 日 総務委員会広報部会HP管理・運営グループ会議  〃
7月    6 日 信頼性向上プロジェクト (MR教育研修検討チーム )   日本橋ライフサイエンスビルディング会議室
7月    7 日 総務委員会広報部会 JGA ニュースグループ編集会議 日本ジェネリック製薬協会会議室
7月    8 日 国際委員会    日本ジェネリック製薬協会会議室
7月  12 日 総務委員会総務部会・広報部会合同会議  日本橋ライフサイエンスビルディング会議室
7月  20 日 信頼性向上プロジェクト全体会議と製品在庫管理者
　　 連絡会合同会議   

ベルサール八重洲会議室

7月  21 日 くすり相談委員会   東京八重洲ホール会議室
7月  22 日 薬価委員会 ( 幹事会 ) 　　　　　　　  〃
7月  22 日 薬価委員会     〃
7 月  22 日 品質委員会 ( 幹事会 )   日本ジェネリック製薬協会会議室
7月  22 日 品質委員会    東京八重洲ホール会議室
7月  22 日 安全性委員会 ( 幹事会 )   日本ジェネリック製薬協会会議室
7月  26 日 薬制委員会 ( 幹事会 ) 　　　　　　   　〃
7月  26 日 薬制委員会 ( 全体会議 )   東京八重洲ホール会議室
7月  27 日 薬事関連連絡会    〃
7 月  27 日 信頼性向上プロジェクト常任委員会   〃
7 月  28 日 COP 実務委員会   日本ジェネリック製薬協会会議室
7月  29 日 臨時理事会    ホテル日航金沢

活動案内

〈日 誌〉

〈今月の予定〉

（平成 28年６月 24日現在）
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　個人的な話になるが、６月は株主総会や業界の役員改選の時期ということもあ
り、今年も小生の尊敬する先輩方が何人か引退された。
　どんな方でも、いつかは一線を退かれるので、それはやむを得ないことではあ
るが、共に働かせていただいた中で学ばせていただいたことや頂戴したアドバイ
スを思い出すと、その方々に改めて感謝と御礼を申し上げたい。

　頂戴したアドバイスの一つに、小生が以前勤務していた会社を辞める際、ある
大先輩より、ご自身の指針としているような言葉ということで、小生に送る言葉
として頂戴したものがある。その方は、大変多用なお立場にも関わらず、自ら筆
をとり、この言葉を色紙に書いて渡して下さった。

　素直に生きる
松下幸之助　

　逆境は尊い　しかしまた順境も尊い
　要は逆境であれ　順境であれ　その与えられた境涯に素直に生きることである
　謙虚の心を忘れぬことである
　素直さを失ったとき　逆境は卑屈を生み　順境は自惚れを生む
　逆境　順境そのいずれをも問わぬ
　それはそのときその人に与えられた一つの運命である
　ただその境涯に素直に生きるがよい

　人にも、家族にも、会社にも、この業界にも、これまでにも、これからもいろ
んなことがあると思う。

この言葉、自宅玄関の壁のやや上の辺りに掲げさせていただいている。
素直な心を忘れず、自分に今できること、周りに役立つことを、今日はやれただ
ろうか。

（YK）

編集後記














